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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】平成28年4月14日(2016.4.14)

【公表番号】特表2012-512308(P2012-512308A)
【公表日】平成24年5月31日(2012.5.31)
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【誤訳訂正書】
【提出日】平成28年2月25日(2016.2.25)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　硫黄分が０．４質量％以下、かつＡＳＴＭ Ｄ８７４で測定した硫酸灰分が０．５質量
％以下の潤滑油組成物であって、（ａ）主要量の潤滑粘度の油、（ｂ）組成物の全質量に
基づくホウ素量が４００ｐｐｍより多くなる量の、少なくとも一種の油溶性又は分散性の
油中で安定なホウ素含有化合物、および（ｃ）組成物の全質量に基づくモリブデン量が少
なくとも１１００ｐｐｍとなる量の、少なくとも一種の油溶性又は分散性の油中で安定な
モリブデン含有化合物を含む潤滑油組成物、ただし、潤滑油組成物における硫黄対モリブ
デン比は、モリブデンが１の場合に硫黄が４以下である。
【請求項２】
　潤滑粘度の油が鉱物基油を含む請求項１に記載の潤滑油組成物。
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【請求項３】
　ホウ素量が少なくとも７００ｐｐｍである請求項１または２に記載の潤滑油組成物。
【請求項４】
　油溶性又は分散性の油中で安定なホウ素含有化合物が、ホウ酸化分散剤、ホウ酸化摩擦
緩和剤、分散状態のアルカリ金属又は混合アルカリ金属又はアルカリ土類金属ホウ酸塩、
ホウ酸化エポキシド、ホウ酸エステル、ホウ酸化アミド、ホウ酸化スルホネートおよびそ
れらの混合物からなる群より選ばれる請求項１乃至３のいずれかの項に記載の潤滑油組成
物。
【請求項５】
　硫黄対モリブデン比が、モリブデンが１の場合に硫黄が３未満である請求項１乃至４の
いずれかの項に記載の潤滑油組成物。
【請求項６】
　硫黄対モリブデン比が０．５：１乃至４：１である請求項１乃至４のいずれかの項に記
載の潤滑油組成物。
【請求項７】
　硫黄対モリブデン比が１：１乃至２．５：１である請求項１乃至４のいずれかの項に記
載の潤滑油組成物。
【請求項８】
　ホウ素量が少なくとも７００ｐｐｍであり、硫黄対モリブデン比が１：１乃至２．５：
１である請求項１に記載の潤滑油組成物。
【請求項９】
　油溶性又は分散性の油中で安定なモリブデン化合物が、硫化又は未硫化のモリブデンポ
リイソブテニルコハク酸イミド錯体、モリブデンジチオカルバメート、分散状態の水和モ
リブデン化合物、酸性モリブデン化合物又はその塩およびそれらの混合物からなる群より
選ばれる請求項１乃至８のいずれかの項に記載の潤滑油組成物。
【請求項１０】
　油溶性又は分散性の油中で安定なホウ素含有化合物が、ホウ酸化分散剤及びホウ酸化ス
ルホネートを含有し、油溶性又は分散性の油中で安定なモリブデン化合物が、硫化又は未
硫化のモリブデンポリイソブテニルコハク酸イミド錯体であり、硫黄が、無灰ジチオカル
バメートに由来する請求項１乃至９のいずれかの項に記載の潤滑油組成物。
【請求項１１】
　ＡＳＴＭ Ｄ８７４で測定した硫酸灰分が０．４質量％以下である請求項１乃至１０の
いずれかの項に記載の潤滑油組成物。
【請求項１２】
　ジアルキルジチオリン酸亜鉛を含まない請求項１乃至１１のいずれかの項に記載の潤滑
油組成物。
【請求項１３】
　さらに、金属清浄剤、無灰分散剤、摩擦緩和剤、極圧剤、粘度指数向上剤および流動点
降下剤からなる群より選ばれる少なくとも一種の添加剤を含む請求項１乃至１２のいずれ
かの項に記載の潤滑油組成物。
【請求項１４】
　リン含有量が５ｐｐｍ以下である、請求項１乃至１３のいずれかの項に記載の潤滑油組
成物。
【請求項１５】
　請求項１乃至１４のいずれかの項に記載の潤滑油組成物を用いて内燃機関を作動させる
工程を含む内燃機関の作動方法。
【請求項１６】
　内燃機関がディーゼルエンジンである請求項１５の方法
 
【誤訳訂正２】
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【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１０７
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１０７】
　本発明の潤滑油組成物は、如何なるリン分も実質的に含まないことができる。ある態様
では本発明の潤滑油組成物は、如何なるジアルキルジチオリン酸亜鉛も実質的に含まない
。
 
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１８０
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１８０】
　本明細書に開示した態様には様々な変更を加えることができることを理解されたい。従
って、以上の記述は、限定するものではなくて単に好ましい態様の例示とみなすべきであ
る。例えば、上述の本発明を実施するための最良の形態として実行した機能は、説明の目
的でしかない。当該分野の熟練者であれば、本発明の範囲及び真意から逸脱することなく
他の構成や方法を実行することができよう。さらに、当該分野の熟練者であれば、本明細
書に添付した特許請求の範囲の範囲及び真意内で他の変更を思い描くであろう。
　なお、下記［１］から［１５］は、いずれも本発明の一形態又は一態様である。
［１］
　硫黄分が約０．４質量％以下、かつＡＳＴＭ Ｄ８７４で測定した硫酸灰分が約０．５
質量％以下の潤滑油組成物であって、（ａ）主要量の潤滑粘度の油、（ｂ）組成物の全質
量に基づくホウ素量が４００ｐｐｍより多くなる量の、少なくとも一種の油溶性又は分散
性の油中で安定なホウ素含有化合物、および（ｃ）組成物の全質量に基づくモリブデン量
が少なくとも約１１００ｐｐｍとなる量の、少なくとも一種の油溶性又は分散性の油中で
安定なモリブデン含有化合物を含む潤滑油組成物、ただし、潤滑油組成物における硫黄対
モリブデン比は約４：１以下である。
［２］
　潤滑粘度の油が鉱物基油を含む［１］に記載の潤滑油組成物。
［３］
　ホウ素量が少なくとも約７００ｐｐｍである［１］または［２］に記載の潤滑油組成物
。
［４］
　油溶性又は分散性の油中で安定なホウ素含有化合物が、ホウ酸化分散剤、ホウ酸化摩擦
緩和剤、分散状態のアルカリ金属又は混合アルカリ金属又はアルカリ土類金属ホウ酸塩、
ホウ酸化エポキシド、ホウ酸エステル、ホウ酸化アミド、ホウ酸化スルホネートおよびそ
れらの混合物からなる群より選ばれる［１］乃至［３］のいずれかの項に記載の潤滑油組
成物。
［５］
　硫黄対モリブデン比が約３：１未満である［１］乃至［４］のいずれかの項に記載の潤
滑油組成物。
［６］
　硫黄対モリブデン比が約０．５：１乃至約４：１である［１］乃至［４］のいずれかの
項に記載の潤滑油組成物。
［７］
　硫黄対モリブデン比が約１：１乃至約２．５：１である［１］乃至［４］のいずれかの
項に記載の潤滑油組成物。
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［８］
　ホウ素量が少なくとも約７００ｐｐｍであり、硫黄対モリブデン比が約１：１乃至約２
．５：１である［１］に記載の潤滑油組成物。
［９］
　油溶性又は分散性の油中で安定なモリブデン化合物が、硫化又は未硫化のモリブデンポ
リイソブテニルコハク酸イミド錯体、モリブデンジチオカルバメート、分散状態の水和モ
リブデン化合物、酸性モリブデン化合物又はその塩およびそれらの混合物からなる群より
選ばれる［１］乃至［８］のいずれかの項に記載の潤滑油組成物。
［１０］
　油溶性又は分散性の油中で安定なホウ素含有化合物が、分散状態の水和アルカリ金属ホ
ウ酸塩であり、油溶性又は分散性の油中で安定なモリブデン化合物が、硫化又は未硫化の
モリブデンポリイソブテニルコハク酸イミド錯体であり、硫黄が、無灰ジチオカルバメー
トに由来する［１］乃至［９］のいずれかの項に記載の潤滑油組成物。
［１１］
　ＡＳＴＭ Ｄ８７４で測定した硫酸灰分が約０．４質量％以下である［１］乃至［１０
］のいずれかの項に記載の潤滑油組成物。
［１２］
　ジアルキルジチオリン酸亜鉛を実質的に含まない［１］乃至［１１］のいずれかの項に
記載の潤滑油組成物。
［１３］
　さらに、金属清浄剤、無灰分散剤、摩擦緩和剤、極圧剤、粘度指数向上剤および流動点
降下剤からなる群より選ばれる少なくとも一種の添加剤を含む［１］乃至［１２］のいず
れかの項に記載の潤滑油組成物。
［１４］
　［１］乃至［１３］のいずれかの項に記載の潤滑油組成物を用いて内燃機関を作動させ
る工程を含む内燃機関の作動方法。
［１５］
　内燃機関がディーゼルエンジンである［１４］の方法
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